
 

 

 

四日市市告示 第４８５号 

 四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 平成２７年１２月９日 

 

四日市市長 田中 俊行 

 

四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱（平成２５年四日市市告示５１７号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (事前登録の申込み) 

第 4条（略） 

2 前項の場合において、事前登録希望者は、

本人による申込みであることを証するため、

個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、

運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、

官公署が発行した免許証、許可証又は資格証

明書等(本人の写真が貼付されたものに限

る。)その他事前登録希望者が本人であるこ

とを確認するため、市長が適当と認める書類

を提示し、又は提出しなければならない。 

３及び４（略） 

 (事前登録の申込み) 

第 4条（略） 

2 前項の場合において、事前登録希望者は、

本人による申込みであることを証するため、

住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、在

留カード、特別永住者証明書、官公署が発行

した免許証、許可証又は資格証明書等(本人

の写真が貼付されたものに限る。)その他事

前登録希望者が本人であることを確認する

ため、市長が適当と認める書類を提示し、又

は提出しなければならない。 

３及び４（略） 

 

第１号様式を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第４条関係）                        登録番号          

 四日市市本人通知制度事前登録（新規・更新）申込書 

（あて先）三重県四日市市長  

 

 四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱第４条の規定に基づき、次のと
おり申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊注１ 各欄に必要事項を記入し、該当する□にレ点を付けてください。 

＊注２ 次の書類を提示し、又は提出してください。 

  (1)あなたが本人等であることを証明する書類（個人番号カード、写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等） 

  (2)あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等） 

  (3)あなたがこの申請に係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類（委任状等） 

  (4)現在四日市市に住民票も戸籍もない方は、現在の住所が確認できる公的な書類。 

＊注３ 登録期間は、登録日から３年間です。継続する場合は改めて申込みが必要です。 

※次の欄は、記入しないで下さい。 

受付日  登録期間   年  月  日  ～  年  月  日 

本人等の確認書類   □本 人   □代理人 □法定代理人 受 付 者 戸 籍 処 理 者 住 基 処 理 者 

□個人番号カード □住基カード □旅券 □運転免許証 □その他（      ）    

  年   月   日 

□新規 □更新  ※更新の場合は①②のみ記入して下さい  

①申 込 者 

（窓口に来られた方） 

  

フリガナ  

氏 名 
 

(    年  月  日生) 

住 所 
〒 

連絡先 (自宅)            (携帯)            (他)  

区 分 
□本 人     □任意代理人 

□未成年者の法定代理人  □成年被後見人の法定代理人   

②申 請 者 

（通知を希望する方） 

 □窓口に来られた方と同じ 

フリガナ  

氏 名 
 

(    年  月  日生) 

住 所 
〒 

連絡先 (自宅)             (携帯)           (他) 

③住  所 

（登録する住所） 

□ 上記①の住所と同じ 

□  

□住民票の写し  □除住民票の写し 

④本 籍／筆 頭 者 

（登録する戸籍） 

□                         ／ 

□                         ／ 

□戸籍謄(抄)本・附票の写し   □除籍・改製原戸籍謄(抄)本・除附票の写し 

 



 

第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第６条関係）                        登録番号           

四日市市本人通知制度事前登録（変更・廃止）届出書 

（あて先）三重県四日市市長   

 
 四日市市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱第６条の規定に基づき、次 
のとおり届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊注１ 各欄に必要事項を記入し、該当する□にはレ点を付けてください。 

  ＊注２ 次の書類を提示し、又は提出してください。 

  (1)あなたが本人等であることを証明する書類（個人番号カード、写真付住民基本台帳カード、運転

免許証、旅券等） 

  (2)あなたが法定代理人であるときは、併せてその資格を証明する書類（戸籍謄本等） 

  (3)あなたがこの申請に係る代理人であるときは、併せてその旨を証明する書類（委任状等） 

  (4)現在四日市市に住民票も戸籍もない方は、現在の住所が確認できる公的な書類。 

※次の欄は、記入しないで下さい。 

受付日  登録期間   年  月  日  ～  年  月  日 

本人等の確認書類   □本 人   □代理人 □法定代理人 受 付 者 戸 籍 処 理 者 住 基 処 理 者 

□個人番号カード □住基カード □旅券 □運転免許証 □その他（     ）    

 

  年   月   日 

□変更 □廃止 ※廃止の場合①②のみ記入してください。 

①届 出 者 

(窓口に来られた方) 

フリガナ  

氏 名 
 

   （   年  月  日生） 

住 所 
〒 

連 絡 先 (自宅)             (携帯)            (他)  

区 分 
□本 人     □任意代理人 

□未成年者の法定代理人  □成年被後見人の法定代理人 

②登 録 者 

（登録している内容） 

※変更の場合は変更前の    

内容を記入してください 

フリガナ  

氏 名 
□ 上記①の氏名と同じ 

  （   年  月  日生） 

住 所 
□ 上記①の住所と同じ  

本籍／筆頭者            ／ 

連 絡 先 (自宅)            (携帯)           (他)  

 登録事項の変更内容（変更箇所のみ記入してください。） 

③変 更 内 容 

フリガナ  

氏 名  

住 所  

本籍／筆頭者           ／ 

 



 

 

附則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

（市民文化部 市民課） 

 


